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○周南市が発注する業務委託及び物品調達等に係る競争入札等の参加資格に関する要綱 

平成15年９月１日要綱第176号 

改正 

平成16年９月15日 

平成17年９月12日 

平成18年11月１日 

平成19年９月20日 

平成21年３月31日 

平成21年10月１日 

平成22年10月１日 

平成23年９月28日 

平成25年９月26日 

令和５年10月２日要綱第92号 

周南市が発注する業務委託及び物品調達等に係る競争入札等の参加資格に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、周南市が発注する業務委託（測量・建設コンサルタント等業務を除く。以下

「業務委託」という。）、物品の製造の請負、買入れ及び借入れ（以下「物品調達等」という。）

の契約に係る周南市契約事務規則（平成15年周南市規則第51号）第６条第１項に規定する一般競

争入札及び同規則第35条第１項に規定する指名競争入札並びに地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号。以下「令」という。）第167条の２第１項に規定する随意契約（以下「競争入札等」とい

う。）に参加する者に、必要な資格及び資格審査等に関して必要な事項を定めるものとする。 

（参加資格） 

第２条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号の要件を備える者で、競争入札等参加

資格に関する市長の審査（以下「資格審査」という。）を受け、第５条第２項に規定する周南市

競争入札等参加資格者名簿に登録されているものとする。 

(１) 令第167条の４第１項（令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）の規定に該

当しない者。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。 

(２) 令第167条の４第２項各号（令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）のいず

れかに該当し、入札に参加できない旨の決定を受けた者以外の者 

(３) 営業に関して許可、認可等が必要とされる場合にあっては、これらを得ている者 
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(４) 引き続き１年以上その営業を行っている者。ただし、法人の場合において、その代表者が

１年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。 

(５) 資力及び信用が確実な者 

(６) 業務委託にあっては、委託業務について常に責任を持ち、契約不適合による保証、請求等

の事務が完全かつ速やかに履行できる者 

(７) 物品の製造の請負、買入れ等にあっては、販売物品又は修理、加工若しくは製造した物品

について常に責任を持ち、契約不適合による保証、アフターサービス、納品、請求等の事務が

完全かつ速やかに履行できる者 

(８) 物品の借入れにあっては、貸し出している物品について常に責任を持ち、契約不適合によ

る保証、メンテナンス、請求等の事務が完全かつ速やかに履行できる者 

(９) 物品調達等にあっては、物品の種類、数量及び金額の多少にかかわらず安全かつ速やかに

配送できる者 

(10) 機械器具物品（家庭用品、事務用品等を含む。）調達等にあっては、技術要員が常駐し、

又は販売若しくは貸出し商品のメーカー等のサービス機関と連携契約をして完全なサービスが

提供できる者 

(11) 書類提出時において、国税及び周南市税の滞納がない者。ただし、市長が特に認めた場合

は、この限りでない。 

(12) その他市が必要とする書類を提出できる者 

（資格審査の申請） 

第３条 業務委託、物品調達等の契約に係る競争入札等参加資格審査を受けようとする者は周南市

競争入札等参加資格審査申請書（業務委託・物品調達等）（別記第１号様式。以下「申請書」と

いう。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認め

た場合は、添付書類の一部を省略することができる。 

(１) 法人にあっては登記事項証明書又は履歴事項全部証明書、個人にあっては代表者の誓約書 

(２) 委任状（別記第２号様式） 

(３) 使用印鑑届（別記第３号様式） 

(４) 本社、営業所等一覧（別記第４号様式） 

(５) 納税証明書（市税納税状況確認同意書（別記第４号様式の２）を提出した場合は、国税に

係るものに限る。） 

(６) 決算報告書その他営業状況が確認できる書類 
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(７) 営業に関して許可、認可等が必要とされる場合にあっては、これらを得ていることを証す

る書類の写し 

(８) 周南市との取引を希望する営業種目（別記第５号様式） 

(９) 取引経歴書（別記第６号様式） 

(10) 業態調書（別記第７号様式） 

(11) その他申請に必要と認められる書類 

２ 申請書の受付は、入札監理担当課において行う。 

（申請書の受付期間） 

第４条 申請書の受付期間は、２会計年度ごとに別に定める11月の１箇月間とする。 

２ 前項で定める以外の受付期間は、別に定める。 

３ 前２項のほか、特に必要があると市長が認めるときは、この限りでない。 

（資格審査、認定、登録及び公表） 

第５条 市長は、申請書を受付けたときは、資格審査を行うものとする。 

２ 資格審査の結果、競争入札等参加資格を有すると認めた者には、認定の通知を行い、周南市競

争入札等参加資格者名簿（以下「名簿」という。）に登録するものとする。 

３ 名簿は、情報公開総合窓口及び周南市ホームページにおいて公表するものとする。 

（登録期間） 

第６条 登録期間は、当該資格を認定した日の属する年度の翌年度の初日から翌々年度の末日まで

の２年間とする。 

２ 登録期間中に新たに追加登録する者の登録期間は、前項に規定する登録期間の残期間とする。 

（中間年における書類の提出） 

第７条 第５条第２項の競争入札等参加資格を有する者は、中間年で納税証明書を再提出しなけれ

ばならない。ただし、市税納税状況確認同意書を提出した場合は、この限りでない。 

２ 前項の再提出の受付期間、対象となる者その他事務手続については、別に定める。 

（申請事項の変更届） 

第８条 名簿に登録された者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく競争入札等参加資格

審査事項等変更届（別記第８号様式）に当該事実を証する書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(１) 営業を休止し、又は廃止したとき。 

(２) 営業規模を著しく変更したとき。 
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(３) 商号又は名称を変更したとき。 

(４) 代表者の氏名を変更したとき。 

(５) 所在地を変更したとき。 

(６) 委任状の記載内容に変更を生じたとき。 

(７) 使用印鑑を変更したとき。 

(８) 許可、認可等の事項に変更が生じたとき。 

(９) 業態調書の資本等に関係する事項及び役員の兼任に関する事項に変更が生じたとき。 

（登録の抹消） 

第９条 市長は、名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、登

録を抹消することができる。 

(１) 令第167条の４第１項（令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）の規定に該

当するに至ったとき。 

(２) 令第167条の４第２項各号（令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）のいず

れかに該当し、入札に参加できない旨の決定を受けたとき。 

(３) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可等の取消しを受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、速やかにその旨を該当者に通知するものと

する。 

（随意契約参加の特例） 

第10条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、名簿に登録されていなくても随意

契約に参加することができる。 

(１) 令第167条の２第１項第２号に掲げる場合（プロポーザル方式を除く。） 

(２) 別に定める小規模契約希望者名簿に登録されている場合 

(３) 市長が特に必要と認めた場合 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成15年９月１日から施行し、第８条の規定は、平成16年４月１日から適用する。 

（周南市が発注する新南陽区域に係る業務委託指名競争入札及び見積参加資格等に関する要綱の

廃止） 
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２ 周南市が発注する新南陽区域に係る業務委託指名競争入札及び見積参加資格等に関する要綱は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の適用の際、周南市が発注する新南陽区域に係る業務委託指名競争入札及び見積参加

資格等に関する要綱の規定により、周南市新南陽区域業務委託指名競争入札及び見積参加業者名

簿に登録されている者は、この要綱による改正後の周南市が発注する業務委託及び物品調達等に

係る指名競争入札参加資格等に関する要綱の規定により名簿に登録されたものとみなす。この場

合において、その登録されたものとみなされる者の登録期間は、平成16年３月31日までの期間と

する。 

４ 改正前の物品調達等に係る指名競争入札参加資格及び登録に関する要綱の規定は、平成16年３

月31日までなおその効力を有する。 

（適用区分） 

５ 平成15年度を登録期間とする名簿の登録に関する手続その他の行為においては、改正前の物品

調達等に係る指名競争入札参加資格及び登録に関する要綱の規定を適用する。 

６ 改正後の周南市が発注する業務委託及び物品調達等に係る指名競争入札参加資格等に関する要

綱の規定は、この附則において特別の定めがあるもののほか、平成16年度及び平成17年度の２年

間を登録期間とする名簿の登録に係る入札参加資格、資格審査申請、資格審査及び登録に関する

手続その他の行為から適用する。 

附 則（平成16年９月15日） 

この要綱は、平成16年９月15日から施行する。 

附 則（平成17年９月12日） 

この要綱は、平成17年９月12日から施行する。 

附 則（平成18年11月１日） 

この要綱は、平成18年11月１日から施行する。 

附 則（平成19年９月20日） 

この要綱は、平成19年９月20日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日） 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年10月１日） 

この要綱は、平成21年10月１日から施行する。 
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附 則（平成22年10月１日） 

この要綱は、平成22年10月１日から施行する。 

附 則（平成23年９月28日） 

この要綱は、平成23年10月１日から施行する。 

附 則（平成25年９月26日） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成25年10月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の周南市が発注する業務委託及び物品調達等に係る競争入札等の参加資格に関する要綱

の規定は、平成26年度及び平成27年度の２年間を登録期間とする名簿の登録に係る入札参加資格、

資格審査申請、資格審査及び登録に関する手続その他の行為から適用する。 

附 則（令和５年10月２日要綱第92号） 

この要綱は、令和５年11月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第３条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 
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別記第３号様式（第３条関係） 

 



11/16 

別記第４号様式（第３条関係） 
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別記第４号様式の２（第３条関係） 
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別記第５号様式（第３条関係） 
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別記第６号様式（第３条関係） 
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別記第７号様式（第３条関係） 
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別記第８号様式（第８条関係） 

 


